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 仮置場の選定・開設・管理運営 
 

１ 対応の経過 

日 付 内   容 

7 月  

9 日 ・災害廃棄物の排出方法と排出場所を決定し、広報を開始 

・各環境センターで災害廃棄物の一時的な受け入れを開始 

①吉備路クリーンセンター隣接の多目的広場を一次仮置場として開設。約 400

台の搬入車両を受け入れる 

10 日 ②マービーふれあいセンター駐車場を一次仮置場として開設 

・広範囲で浸水が解消し、被災された方による片付け作業が本格化 

・吉備路クリーンセンターで 1,600 台を超える搬入車両を受け入れ、搬入待ち

で 2ｋｍを超える車両の渋滞が発生 

11 日 ・真備地区の浸水がおおむね解消 

・ボランティアセンターが開設し被災された方の片付け支援を開始したことに

よりごみの排出速度が加速度的に上昇 
・災害廃棄物で国道 486 号のうち 1 車線が約 2ｋｍにわたりふさがれ、幹線道

路沿い（高架下）の道路脇に約 2.5ｋｍに渡り災害廃棄物が集積される。 
③玉島地区の西部ふれあい広場を一次仮置場として開設 

13 日 ④真備東中学校⑤呉妹小学校のグラウンドを一次仮置場として開設 

14 日 ⑥真備陵南高等学校のグラウンドを一次仮置場として開設 

15 日 ⑦真備浄化センターを一次仮置場として開設 

16 日 ・自衛隊、民間事業者団体、全国都市清掃会議から派遣された自治体等が道路

脇等に積み置かれた災害廃棄物を仮置場に集中搬送したことにより、道路脇等

の災害ごみが目に見えて減り始める 

17 日 ⑧真備中学校グラウンドを一次仮置場として開設 

26 日 ⑨玉島地区の増原公園を一次仮置場として開設 

31 日 ⑩水島地区の岡山県環境保全事業団水島処分場を二次仮置場として開設 

8 月  

1 日 ⑪児島地区の海技大学校跡地を、児島地区で発生した災害廃棄物専用の一次仮

置場として開設 

2 日 ⑫玉島地区の玉島の森を一次仮置場として開設 

20 日 ⑬玉島Ｅ地区フラワーフィールドを公費解体に伴い発生した解体廃棄物専用の

一次仮置場として開設 

25 日 ・学校施設を利用した 3 か所の仮置場の夏休み中の原形復旧完了 

（9 日：真備陵南高等学校、21 日：真備東中学校、25 日：呉妹小学校） 

28 日 ・岡山県への事務委託が決定し、玉島Ｅ地区フラワーフィールドと二次仮置場

の管理運営の引き継ぎを行う 

12 月  

10 日 ・吉備路クリーンセンターを除く真備地区の仮置場での受け入れ終了 

令和元年 12 月  

28 日 ・公費解体に伴う解体廃棄物を処理施設へ直接搬送することとし、玉島 E 地区

フラワーフィールドでの受け入れ終了 

令和 2 年 1 月  

21 日 ・岡山県環境保全事業団水島処分場での受け入れ終了 

令和 2 年 3 月  

31 日 ・吉備路クリーンセンターでの受け入れ終了 

令和 2 年 4 月  

16 日 ・岡山県環境保全事業団水島処分場に集積した災害廃棄物の搬出が完了 



 
3-21 

２ 仮置場の概要 

 

 概要 

仮置場とは廃棄物の一時保管所で、短期間のうちに急激に発生した災害廃棄物を速やか

に収集し、適正に処理・処分を行うための拠点として重要な役割を果たすものである。 

倉敷市では、平成 29 年 2 月に災害廃棄物処理計画を策定した際、南海トラフ地震を想

定し、市域の法規制、土地利用計画の有無、防災、地形、自然環境、周辺環境（住宅地、

被災場所からの離隔の確保）等について整理し、仮置場の候補地を事前に数か所選定して

いた。しかしながら、実際には避難所や応急仮設住宅等に優先的に利用されることになり、

発災後、新たな候補地を速やかに選定する必要があった（第 3 節 3 参照）。 

 

7 月 9 日に吉備路クリーンセンターに

隣接する多目的広場を一次仮置場として

開設したことを皮切りに、被災地内に計

7 か所の「一次仮置場」を開設した。 

また、被災地外に横持ち用の「一次仮

置場」と中間処理を行う「二次仮置場」

を開設し、公費解体制度創設後には、公

費解体に伴う解体廃棄物の受け入れ専用

の仮置場として玉島 E 地区フラワーフィ

ールドを開設した（第 3 節 3 参照）。当

初は仮置場の開設や管理運営を直営で行

ったが、随時業者委託に切り替えた（第 3 節 6、7 参照）。令和 2 年 4 月 16 日をもっ

てすべての仮置場を閉鎖し、原形復旧後に所有者に返還した（第 3 節 8 参照）。 

 

表 ３.２ 本災害で倉敷市が開設した仮置場の状況 

区分 特徴・役割 

一次仮置場 

（被災地区内） 

被災された方が持ち込んだごみや道路脇等から撤去したごみを、処理

するまでの間、一時的に保管する場所。 

一次仮置場 

（被災地区外） 

被災された方が持ち込んだごみや、被災地内の仮置場から搬出したご

みを一時保管するための場所（1．5 次仮置場の位置づけ）。このほ

か、公費解体に係る解体廃棄物専用の仮置場を開設した。 

二次仮置場 

（被災地区外） 

破砕・選別機等の中間処理施設設置、及び処理作業を行うための場

所。また、中間処理を行うまで一時的に災害廃棄物を保管する場所。 

吉備路クリーンセンター隣接の多目的広場 

（被災地一次仮置場） 
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 本災害で倉敷市が開設した仮置場の特徴 

本災害において、倉敷市では、被災さ

れた方が災害廃棄物を持ち込む場所とし

て被災地各所に「一次仮置場」を開設

し、原則仮置場に持ち込むこととしなが

らも、搬送手段がない方や持ち運びが困

難な方の事情を考慮し、家の前や町内の

広場などで、交通の妨げや地域に迷惑に

ならない場所への一時的なごみ出しを認

めた（第 2 節 2 参照）。 

 

 

また、被災地の公衆衛生の確保や生活

再建を図り、被災地から一刻も早く災害

廃棄物を撤去するため、被災地外に横持

ち用の「一次仮置場」と中間処理を行う

「二次仮置場」を開設し、被災地に開設

した一次仮置場や道路脇等に集積した災

害廃棄物を集中的に搬送した（第 1 節フ

ロー図参照）。 

 

 

本市が設置した仮置場の最大の特徴

は、被災地外に複数の一次仮置場を開設

し、被災地内の一次仮置場から横持ちを

行うことで、被災地内の一次仮置場の延

命化を図ったこと、及び、被災地外の一

次仮置場へ被災された方による持ち込み

の分散化を図ったことにある。 

被災地外の一次仮置場は「1．5 次仮置

場」とでもいうべき位置づけで、被災さ

れた方の生活圏から速やかに災害廃棄物

を撤去するために有効であり、被災され

た方の目前からできるだけ災害廃棄物を

見えなくすることで、被災された方の精

神的苦痛の緩和につながった。 

 

1．5 次仮置場に位置づけた玉島の森 

（写真：山陽新聞社提供） 

真備陵南高等学校（被災地一次仮置場） 

（写真：山陽新聞社提供） 

中間処理を行った二次仮置場（被災地外） 

（写真：山陽新聞社提供） 
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このほか、被災された方やボランティ

アの方により浸水家屋の床や内壁が解体

された後、土砂混じりがれき類や石膏ボ

ードなどが家財道具とともに大量に搬入

され、仮置場の容量を圧迫しつつあった

ため、土砂やがれき類専用の一次仮置場

として真備浄化センターを開設した。 

 

また、公費解体の実施に伴い、解体廃

棄物の搬入量の増加が見込まれたこと

や、その適正な管理体制の構築の必要性

から解体廃棄物専用の仮置場を開設し、

許可制による搬入管理を行った。 

 

二次仮置場は被災地で発生した膨大な

量の災害廃棄物を受け入れるため、広大

な面積を有し、施設が整備され、設置時

に環境影響評価等を行った公共関与の最

終処分場（埋め立て終了済み）の一部を

使用した。 

真備浄化センターに搬入された石膏ボード 

スケルトン化した家屋で汚泥などの搬出作業

をする様子（写真：山陽新聞社提供） 


























